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「看護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金」に係る令和８年度申請意向調査について（依頼） 

 

 

平素より、東京都の保健医療行政に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

東京都では、令和７年度から、都内病院に勤務する看護職員及び看護補助者（以下、「看護職員等」）

が働きやすい職場環境を実現し、看護人材の確保及び定着を図るため、病院を運営する法人等を対象に

看護職員等の宿舎借り上げを支援する「看護職員等宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。 

つきましては、令和８年度の申請意向を確認させていただきたく、御多忙とは存じますが、下記のと

おり御協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事業の概要 

（１）事業内容 

都内に所在する病院を運営する法人等（以下、「法人等」という。）が、看護職員等の宿舎を借り

上げた場合に、法人等が負担した経費の一部を補助する。 

（２）対象施設 

都内に所在する病院（国又は都が設置する場合は除く。） 

（３）対象入居者 

   常勤の看護職員（看護師、保健師、助産師及び准看護師）及び看護補助者 

（４）対象経費 

   法人等が支出した、令和８年度における看護職員等の宿舎借り上げに係る経費（賃料、共益費（管

理費）、礼金、更新料）。ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引

く。 

（５）補助額 

   対象経費（月額当たり）と補助基準額（月額 82,000 円）を比較して、小さい方の額に補助率 3/4

を乗じた額 

（６）主な補助要件 

ア 法人等が宿舎を借り上げていること（法人等や法人等の役員が所有する物件は除く。） 

イ 対象職員が入居していること 

ウ 対象入居者は常勤かつ正規雇用の看護職員等であること 

エ 対象入居者は法人等の役員ではないこと 

オ 対象入居者には住居手当を支給しないこと 

 

２ 申請意向の確認について 

（１）回答方法 

   以下のＵＲＬ又はＱＲコードよりＬｏＧｏフォームにアクセスして御回答ください。 

ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/tmgform/1107718 

（２）回答期限 

   令和７年７月１８日（金曜日） 

 

【ＱＲコード】 

  

https://logoform.jp/form/tmgform/1107718


 

３ その他 

（１）本調査に関する質問等は、下記問合せフォームにてお問い合わせください。 

 ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/tmgform/1127421 

（２）本事業についての詳細は、下記ＵＲＬより公式サイトをご確認ください。 

  ＵＲＬ：https://kango-shukusha.metro.tokyo.lg.jp/ 

（３）令和８年度看護職員等宿舎借り上げ支援事業は、令和８年度東京都歳入歳出予算が東京都議会に

おいて可決された場合に実施いたしますことを、あらかじめ御了承ください。 

【担当者】 

 東京都保健医療局医療政策部医療人材課 

看護担当 栗原、神立 

 電話番号（直通）：03-5320-4447 

https://logoform.jp/form/tmgform/1127421
https://kango-shukusha.metro.tokyo.lg.jp/

